
 

 

利用手続きの流れ（高齢者）

居宅サービス計画 または 介護予防サービス計画がある場合

備考
利用（予定）者

（ケアマネジャー）
コーディネーター
（事業受託者）

大阪市福祉局
（地域包括ケア推進課）

処理期限

：利用決定日は毎月1日とし、

各月の処理期限は次のとお

り。

①新規/食数増変更申請

毎月10日締切
翌月１日決定

②更新申請
毎月10日締切

翌月1日決定

資格等の確認

・要介護度

・介護認定期間 等
必要食数の確認

・他サービスの利用状況

利用者負担額軽減申

告書 兼 所得調査同

意書

負担軽減が見込まれる場合

利用決定通知書

または

却下決定通知書

メールによる結果通知

：利用決定となった場合は

通知書の送付と並行して各

事業者へメールにて結果通

知を行う。

利用申請一覧表

（新規）

または
利用申請一覧表

（更新）

居宅サービス計画

または

介護予防サービス計
画

利用申請書

または

更新申請書

計画作成者（ケアマネ

等）の意見が付された

もの

要支援者の事前確認

ケアマネジャーが介護予防サービ

ス計画を作成している場合は、事前

に地域包括支援センターと連携し、

情報共有を図る。

特に１日２回の配食が必要と考え

られる場合は、地域包括支援セン

ターの意見を確認すること。

要支援者で１日２食の利用が必要と

考えられる場合は、地域包括支援セ

ンターが意見を付す。



 

 

 

　

居宅サービス計画または介護予防サービス計画が未作成または自己作成の場合
【65歳以上】

利用（予定）者
コーディネーター
（事業受託者）

地域包括支援センター
大阪市福祉局

（地域包括ケア推進課）
備考

随時相談受付

※総合相談

高齢者の相談を総合

的に受け止め、実態

を把握して必要な

サービスにつなぐ。

総合相談(※)
配食・見守りの必要性を確認

・生活状況

・食の調達状況

処理期限

：利用決定日は毎月1日

とし、各月の処理期限は

次のとおり。

①新規/食数増変更申請

毎月10日締切

翌月１日決定

②更新申請

毎月10日締切

翌月1日決定

利用決定通知書

または

却下決定通知書

総合相談の結果、生活支援

型食事サービスの利用が必

要と考えられる場合

介護予防サービス・

支援計画書(ケアマ

ネジメント結果等記
録表)

利用者負担額軽減

申告書 兼 所得調査

同意書

負担軽減が見込まれる場合

メールによる結果通知

：利用決定となった場合

は通知書の送付と並行

して各事業者へメール

にて結果通知を行いま

す。

利用申請一覧表

（新規）

または
利用申請一覧表

（更新）

資格等の確認

・要介護度

・介護認定期間
・自立度、状態像 等

必要食数の確認

・他サービスの利用

利用申請書

または

更新申請書

見守り相談

利用申請書

または

更新申請書

情報共有

配食の希望

要支援者で１日２食の利用が

必要と判断される場合は、地

域包括支援センターが意見を
付す。

地域包括の意見が

付されたもの

地域包括支援センター

の意見が付されたもの



 

 

   

　

居宅サービス計画または介護予防サービス計画が未作成または自己作成の場合
【40～64歳】

利用（予定）者
コーディネーター
（事業受託者）

大阪市福祉局
（地域包括ケア推進課）

備考

処理期限

：利用決定日は毎月1日
とし、各月の処理期限は

次のとおり。

①新規/食数増変更申

請
毎月10日締切

翌月１日決定

②更新申請

毎月10日締切

翌月1日決定

利用決定通知書

または

却下決定通知書

利用者負担額軽減

申告書 兼 所得調査

同意書

負担軽減が見込まれる場合

メールによる結果通知

：利用決定となった場合
は通知書の送付と並行し

て各事業者へメールにて

結果通知を行います。

資格等の確認

・要介護度
・介護認定期間

・自立度、状態像 等

必要食数の確認
・他サービスの利用

利用申請書

または

更新申請書

配食相談

アセスメント票

利用申請一覧表

（新規）

または
利用申請一覧表

（更新）

家族構成や生活状況等を確認のうえ、生

活支援型食事サービスによる見守りが必要

と考えられる場合は利用申請を案内のうえ、

アセスメントを実施する。



 

 

【障がい福祉サービスを利用している場合（サービス等利用計画またはセルフプラン等あり）】

【負担軽減が見込まれる場合】

　メールによる結果通知

　利用決定となった場合は、

　通知書の送付と並行して

　各事業者へメールにて

　結果通知を行います。

利用（予定）者
コーディネーター
（事業受託者）

大阪市福祉局
（障がい福祉課）

備考

利用申請書

または

更新申請書

サービス等利用計

画（写）

セルフプラン（写）

個別支援計画

（写）

利用決定通知書

または

却下決定通知書

処理期限

利用（更新）決定日は毎月

1日とし、各月の処理期限は次

のとおり。

①新規/食数増変更申請

毎月10日締切

翌月１日決定

②更新申請

毎月10日締切

翌月1日決定資格等の確認

・手帳等級等

・自立度、状態像 等

必要食数の確認

・障がい福祉サービス等

の利用状況等利用者負担軽減

申告書兼所得調
査同意書

アセスメント票

利用申請一覧表

（新規）

または

利用申請一覧表

（更新）

家族構成や生活状況等を確認のうえ、生活支援型食事

サービスによる見守りが必要と考えられる場合は利用申請

を案内のうえ、アセスメントを実施する。

利用手続きの流れ（障がい者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【障がい福祉サービスを利用していない場合】

　

【負担軽減が見込まれる場合】

　メールによる結果通知
　利用決定となった場合は、
　通知書の送付と並行して
　各事業者へメールにて
　結果通知を行います。

利用（予定）者
コーディネーター
（事業受託者）

大阪市福祉局
（障がい福祉課）

備考

配食・見守りの

申出

障がい福祉サービスの

利用について状況確認、

助言

利用申請書

または
更新申請書

処理期限

利用（更新）決定日は毎月

1日とし、各月の処理期限は次

のとおり。

①新規/食数増変更申請

毎月10日締切

翌月１日決定

②更新申請

毎月10日締切

翌月1日決定

利用決定通知書

または

却下決定通知書

利用者負担軽減

申告書兼所得調

査同意書

アセスメント票

利用申請一覧表

（新規）
または

利用申請一覧表

（更新）

資格等の確認

・手帳等級等

・自立度、状態像 等

必要食数の確認

家族構成や生活状況等を確認のうえ、生活支援型食事サー

ビスによる見守りが必要と考えられる場合は利用申請を案

内のうえ、アセスメントを実施する。

 


